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○庄原市重度心身障害者在宅介護手当交付要綱  

平成 17年３月 31日 告示第 63号  

改正  

平成 19年３月 14日 告示第 27号  

平成 20年２月 20日 告示第 14号  

平成 20年６月 30日 告示第 101号  

平成 25年３月 29日 告示第 42号  

平成 26年３月 17日 告示第 33号  

庄原市重度心身障害者在宅介護手当 交付要綱  

（目的）  

第 １ 条  こ の要 綱 は、 疾病 又 は心 身 障害 によ り 、常 時 介 護 を 必 要 と す る 者（以

下「要介護者」という。）を在宅で介護している者（以下「 介護者」という。）

に庄原市重度心身障害者在宅介護手 当（以下「介護手 当 」という。）を交 付し、

当該要介護者及び介護者の精神的、経済的援助を行い、も って障害者の福祉の

増進を図ることを目的とする。  

（交付の対象）  

第 ２ 条  介 護手 当 の交 付対 象 者は 、 市内 に住 所 を有 し 現 に 居 住 し て い る 者であ

って、次の各号のいずれにも該当す る要介護者の介護 者とする。  

(１ ) 身 体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号 ）第 15条第 ４ 項の 規 定による

身体障害者手帳、知的障害者に対する療育手帳交付の実 施について（昭和 49

年１月 30日 福祉 第 308号広 島県 民 生 部 長通知 ）の 規 定 に よ る 療 育 手 帳 又 は 精

神保健 及び 精神 障 害者福 祉に 関す る 法律（ 昭和 25年 法 律 第 123号 ） 第 45条 の

規定による精神障害者保健福祉手帳の所持者  

(２ ) 65歳未満の者であって、次のいずれかの要件を 満たす者  

ア  特別児童扶養手当の受給者  

イ  障害児福祉手当の受給者  

ウ  障害支援区分認定において区分５又は６と認定さ れた 18歳以上の者  

(３ ) 庄 原 市 在 宅 高 齢 者 家 族 介 護 慰 労 金 支 給 要 綱 （ 平 成 17年 庄 原 市 告 示 第 45

号）第２条第１項に規定する「在宅高齢者」でない者  

（交付申請）  

第 ３ 条  介 護手 当 を受 けよ う とす る 者は 、交 付 申請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 市長に

提出しなければならない。  

２  市長 は 、前 項 に定 める 申 請書 を 受 理 し た と きは 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、交付

が適当と認めたときは、交付決定通知 書（様式第２号）に より、不適当と認め
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たときは却下通知書（様式第３号）により、当該申請者に 通知するものとする。  

（申請時期）  

第４条  前条第１項に定める申請書は、毎年度、提出しなければならな い。  

（届出の義務）  

第 ５ 条  受 給者 又 は関 係者 は 、申 請 内容 に変 更 があ っ た と き 、 又 は 交 付 資格が

消滅したときは、速やかに変更届（様式 第４号）、又は資格 喪失届（様式第５

号）により、市長に届け出なければ ならない。  

（資格の消滅）  

第６条  交付資格は、次の各号のい ずれかに該当したと き、消滅するもの とし、

市長は、資格喪失通知書（様式第６ 号）に より 関係 者 に 通 知 す る も の と する。 

(１ ) 第２条に規定する交付対象の要件を欠いたとき 。（第２条第２号ウに規

定する障害支援区分の認定期間の終了を含む。）  

(２ ) 対象要介護者が、福祉施設等に入所又は病院等に 継続して１月以上入院

をしたとき。  

(３ ) その他市長が介護手当の支給が必要ないと認め たとき。  

（介護手当の額）  

第７条  介護手当の額は、要介護者１人につき月額 5,000円とする。  

（交付期間等）  

第 ８ 条  介 護手 当 は、 交付 申 請の 日 の属 する 月 の翌 月 分 か ら 次 に 掲 げ る 日のい

ずれか早い日の属する月分までを交 付する。  

(１ ) 交付決定年度の年度末の日  

(２ ) 手当を交付すべき事由が消滅又は停止した日  

２  介護 手 当は 、 ８月 、 12月 、４ 月 に そ れ ぞ れ 前月 ま で の 未 交 付 分 を 支 払うも

のとする。  

３  介護手当は、原則として口座振込の方法で交付する。  

（未支払手当）  

第 ９ 条  市 長は 、 受給 者が 死 亡し た 場合 にお い て、 そ の 者 に 支 払 う べ き 未支払

いの介護手当があるときは、当該受給者の相続権を有す る者に支払うことがで

きる。  

２  前項 の 規定 に より 介護 手 当を 受 け よ う と す る者 は 、 未 支 払 手 当 請 求 書（様

式第６号）により市長に請求するも のとする。  

（手当の返還）  

第 10条  市 長は 、 偽り その 他 不正 の 手段 によ り 介護 手 当 の 支 給 を 受 け た 者があ

るときは、既に支給した介護手当の 全部又 は一 部を 返 還 さ せ る こ と が で きる。 
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（その他）  

第 11条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め る。  

附  則  

（施行期日）  

１  この告示は、平成 17年３月 31日 から施行する。  

（経過措置）  

２  この 告 示の 施 行の 日（ 以 下「 施 行 日 」 と い う。 ） の 前 日 ま で に 、 合 併前の

西城町在宅介護手当支給要綱（平成 12年西城町要綱第６ 号。以下「合併前の要

綱」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の 行為は、それぞれこ

の告示の相当規定よりなされたもの とみなす。  

３  施行 日 の前 日 まで に、 合 併前 の 要 綱 の 規 定 によ り 決 定 し た 助 成 金 の 取扱い

については、なお合併前の要綱の例 による。  

附  則（平成 19年３月 14日告示第 27号）  

この告示は、平成 19年４月１日から施 行し、平成 19年４月 分の介護手当から適

用する。  

附  則（平成 20年２月 20日告示第 14号）  

この告示は、平成 20年３月１日から施 行し、平成 20年４月 分の介護手当から適

用する。  

附  則（平成 20年６月 30日告示第 101号）  

（施行期日）  

１  この 告 示は 、 公布 の日 か ら施 行 し 、 改 正 後 の庄 原 市 重 度 心 身 障 害 者 在宅介

護手当交付要綱（以下「告示」という。）の規定は平成 20年 ４月１日から適用

する。  

（経過措置）  

２  改正 後 の告 示 の規 定は 、 平成 20年４ 月分 以 降の 介 護 手 当 に つ い て 適 用し、

同年３月分以前の介護手当について は、なお従前の例 による。  

附  則（平成 25年３月 29日告示第 42号）  

この告示は、平成 25年４月１日から施 行する。  

附  則（平成 26年３月 17日告示第 33号）  

この告示は、平成 26年４月１日から施 行する。  

様式（省略）  


